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第 ７ ３ 回 議 会 運 営 委 員 会 
 

と き 令和３年８月１９日（木） 

午前１０時 

ところ 第１委員会室 

付議事項 

１ 令和３年第３回（９月）定例会に関する事項について 

(1) 早期議決議案について 

(2) 会期案について 

８月２４日（火）から９月１４日（木）までの２２日間 

議案件名・・・資料１ 

(3) 山陽小野田市議会会議規則の一部改正について・・・資料２ 

(4) 議事日程案について・・・資料３ 

(5) 陳情・要望書等の取扱いについて・・・資料４ 

・人権侵害に対する救済申立 

 ・陳情書（小野田中央青果仲買人組合長高橋泰男の不穏当発言の議会での

取り扱いについて） 

 ・陳情書（辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転

について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべ

きとする意見書の採択を求める陳情） 

 ・陳情書(別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する陳情書） 

 ・陳情書（児童福祉の環境改善に関する陳情書） 

 ・貴議会における下記事項の議員提案の要請（人道的見地から、沖縄防衛

局による「沖縄本島南部からの埋め立て用土砂採取計画」の断念を国に

要請すること） 

 ・吉永委員長の委員会運営正常化を求める陳情書 

 ・公聴特別委員会でのモニター意見への誠意ある回答の要望に関する陳情書 

(6) 「コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意

見書の提出について（依頼）」の取扱いについて・・・資料５ 

   全国市議会議長会からの要望書等については、申し合わせ事項２８によ

り行う。 
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（議長会等からの要請による議案の提出者等） 

28 議長会、執行部等から意見書案、決議案の議決の要請があったときは、

議運で取扱いを協議する。 

議運で議案として上程することを決定した場合、その提出者については、

全議員一致で行うときは、申し合わせ事項２７の例により、そうでないと

きは、議運の委員長が提出者、その他の議運の委員が賛成者となる。 

 

２ モニター意見について・・・資料６ 

 

３ 会派について 

 

４ その他 

(1) 改選後の初議会の運営について・・・資料７ 

(2) 全員協議会の開催日 ８月２４日（火）午前９時１５分 議運決定事項 
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令和３年第３回（９月）定例会議案名 
 

● 市長提出議案：議案２８件（うち人事案件４件、報告１件） 

○総務文教常任委員会所管（３件） 

 (1) 議案第６９号 山陽小野田市税条例の一部を改正する条例の制定につい

て                            （税務） 

(2) 議案第７１号 山陽小野田市立小・中学校条例の一部を改正する条例の

制定について                     （教育総務） 

(3) 議案第７３号 高千帆小学校普通教室棟整備事業（建築主体・機械設備

工事）請負契約の締結について             （教育総務） 

 

○民生福祉常任委員会所管（６件） 

(1) 議案第５８号 令和２年度山陽小野田市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について                     （国保） 

(2) 議案第５９号 令和２年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について                       （高齢） 

(3) 議案第６０号 令和２年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について                    （国保） 

(4) 議案第６３号 令和２年度山陽小野田市病院事業決算認定について 

 （病院） 

(5) 議案第６８号 令和３年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第１回）

について                         （病院） 

(6) 議案第７０号 山陽小野田市児童クラブ条例の一部を改正する条例の制

定について                       （子育て） 

 

○産業建設常任委員会所管（８件） 

(1) 議案第５７号 令和２年度山陽小野田市駐車場事業特別会計歳入歳出決

算認定について                      （都市） 

(2) 議案第６１号 令和２年度山陽小野田市地方卸売市場事業特別会計歳入

歳出決算認定について                   （農林） 

資料１ 
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(3) 議案第６２号 令和２年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計歳

入歳出決算認定について                  （公営） 

(4) 議案第６４号 令和２年度山陽小野田市水道事業決算認定について 

              （水道） 

(5) 議案第６５号 令和２年度山陽小野田市工業用水道事業決算認定につい

て                            （水道） 

(6) 議案第６６号 令和２年度山陽小野田市下水道事業決算認定について                      

（下水） 

(7) 議案第７４号 令和２年度山陽小野田市水道事業会計未処分利益剰余金

の処分について                      （水道） 

(8) 議案第７５号 令和２年度山陽小野田市工業用水道事業会計未処分利益

剰余金の処分について                   （水道） 

 

○一般会計予算決算常任委員会所管（５件） 

(1) 議案第５６号 令和２年度山陽小野田市一般会計歳入歳出決算認定につ

いて                           （財政） 

(2) 議案第６７号 令和３年度山陽小野田市一般会計補正予算（第８回）に

ついて                          （財政） 

(3) 議案第７６号 令和３年度山陽小野田市一般会計補正予算（第９回）に

ついて                          （財政） 

(4) 承認第６号 令和３年度山陽小野田市一般会計補正予算（第６回）に関

する専決処分について                   （財政） 

(5) 承認第７号 令和３年度山陽小野田市一般会計補正予算（第７回）に関

する専決処分について                   （財政） 

 

○山口東京理科大学調査特別委員会所管（１件） 

 (1) 議案第７２号 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学が徴収す

る料金の上限の変更の認可について             （大学） 

 

○人事案件（４件） 
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 (1) 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について     （人事） 

 (2) 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦について     （人事） 

 (3) 諮問第３号 人権擁護委員の候補者の推薦について     （人事） 

 (4) 諮問第４号 人権擁護委員の候補者の推薦について     （人事） 

 

○報告案件（１件） 

 (1) 報告第９号 令和２年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

（財政） 

 

●行政報告 

(1) 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学の令和２年度決算概要及

び令和３年度事業計画概要について             （大学） 
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委員会提出議案第 号 

 

山陽小野田市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

山陽小野田市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

令和３年 月  日提出 

 

提出者 議会運営委員長 長谷川 知 司 

 

山陽小野田市議会会議規則の一部を改正する規則 

山陽小野田市議会会議規則（平成１７年山陽小野田市議会規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

第１３８条を次のように改める。 

（請願書の記載事項等） 

第１３８条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者

の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。 

２ 請願者が法人の場合には、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名

又は記名押印をしなければならない。 

３ 前２項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしな

ければならない。 

４ 請願書の提出は、平穏になされなければならない。 

５ 請願者が請願書を撤回しようとするときは、会議の議題となる前において

は議長の許可を、会議の議題となった後においては議会の承認を得なければ

ならない。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

資料２ 
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委員会提出議案第 号参考資料 

山陽小野田市議会会議規則新旧対照表 

改正後 改正前 

（請願書の記載事項等） 

第１３８条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年

月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印

をしなければならない。 

２ 請願者が法人の場合には、法人の名称及び所在地を記載

し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。 

３ 前２項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は

記名押印をしなければならない。 

４ 請願書の提出は、平穏になされなければならない。 

５ 請願者が請願書を撤回しようとするときは、会議の議題と

なる前においては議長の許可を、会議の議題となった後にお

いては議会の承認を得なければならない。） 

（請願書の記載事項等） 

第１３８条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年

月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印

をしなければならない。 

２ 請願者が法人の場合には、法人の名称及び所在地を記載

し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。 

３ 前２項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は

記名押印をしなければならない。 

４ 請願書の提出は、平穏になされなければならない。 

４ 請願者が請願書を撤回しようとするときは、会議の議題と

なる前においては議長の許可を、会議の議題となった後にお

いては議会の承認を得なければならない。） 
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 ただいま上程されました議案１件について御説明します。 

委員会提出議案第 号は、山陽小野田市議会会議規則の一部を改正する規則

の制定についてであります。 

改正の理由は、さきの６月定例会に上程し議決した「山陽小野田市議会会議

規則の一部を改正する規則の制定について」の改正規定の中で、項の繰下げを

誤り、第１３８条第４項が重複したため、この条を全部改正するものです。 

よろしく御審議の上、御議決くださいますようお願いします。 
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令和３年第３回（９月）定例会議事日程（案） 
 

月 日 曜 開議時刻 会議名 摘 要 

８ ２４ 火 

午前１０時 本会議 

・会期の決定 

・諸般の報告（行政報告、事務報告） 

・報告１件を報告及び質疑 

・諮問４件を一括上程、提案理由の説明、 

 質疑、討論及び採決 

・議案２３件を一括上程、提案理由の説 

明、質疑及び委員会付託 

・委員会提出議案１件を上程、提案理由 

の説明、質疑、討論及び採決 

本会議終了後 委員会 

・一般会計予算決算常任委員会 

※議案第６７号の審査及び議案第５６号 

の概要説明 

一般会計委員会 

終了後 
委員会 

・山口東京理科大学調査特別委員会 

・一般会計予算決算常任委員会理科大 

分科会 

８ ２５ 水 午前９時 委員会 

・総務文教常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会総務文教 

分科会 
 

・民生福祉常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会民生福祉 

分科会 

８ ２６ 木 午前９時 委員会 

・総務文教常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会総務文教 

分科会 
 

・産業建設常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会産業建設 

分科会 

８ ２７ 金 午前９時 委員会 

・民生福祉常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会民生福祉 

分科会 
 

・産業建設常任委員会 

・一般会計予算決算常任委員会産業建設 

分科会 

資料３ 
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８ ２８ 土  休 会  

８ ２９ 日  休 会  

８ ３０ 月 午前１０時 委員会 
・一般会計予算決算常任委員会 

新型コロナウイルス感染症対策分科会 

８ ３１ 火  委員会 ・予備日 

９ １ 水 午前９時３０分 本会議 

・一般質問（ 人） 

・付託案件（議案第６７号）に対する委 

員長報告、質疑、討論及び採決 

９ ２ 木 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

９ ３ 金 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

９ ４ 土  休 会  

９ ５ 日  休 会  

９ ６ 月 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

９ ７ 火 午前９時３０分 本会議 ・一般質問（ 人） 

９ ８ 水  休 会 ・議事整理日 

９ ９ 木  休 会 ・議事整理日 

９ １０ 金 午前１０時 委員会 ・一般会計予算決算常任委員会 

９ １１ 土  休 会  

９ １２ 日  休 会  

９ １３ 月  休 会 ・議事整理日 

９ １４ 火 午前１０時 本会議 

・付託案件に対する委員長報告、質疑、 

討論及び採決  

・閉会中の調査事項について 
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令和３年３月２９日付 市議会モニター：下瀬俊夫 

 

モニターからの意見 議会の考えと対応 

 

   議会モニターからの意見（３） 

 

１．３月９日の議会運営委員会を傍聴して 

＜申し合わせ事項について＞ 

２月２２日から始まった３月定例議会の一般質問終了後、３月９日に開かれた議会運営委員会

で３月２日に提出された陳情書が付議事件とされたとき、それに関して山陽小野田市議会「申し

合わせ事項」との関わりで異論が出されましたが、急施を要する議長判断や先例があるとの理由

で、そのまま正式議題とされました。「申し合わせ事項」に関しては、その冒頭「議会は、地方自

治法をはじめ、委員会条例や会議規則等の法令等を基本として運営されるが、議会運営等の詳細

については規定されていない。それらを補完するものとして、法令等に明記されていない事項及

び解釈、運用について、山陽小野田市議会が決定し、了承したもの」と規定されています。山陽

小野田市議会の「申し合わせ事項」１１５では、「請願及び陳情等は、原則として定例会に関する

議運開催日の前日までに受理したものを当該定例会において処理する」と書かれています。 

（１）先例を作ると「申し合わせ事項」は消滅する 

   「申し合わせ事項」とは、山陽小野田市議会の議会運営上の基本ルールとして、全議員が

一致して承認・決定し、明文化した約束事です。この「申し合わせ事項」に先例を作ってし

まうと、その時点でこの「申し合わせ事項」は消滅してしまい、意味をなさなくなるものだ

ということを理解されて、このような対応をされたのでしょうか。 

（２）「申し合わせ事項」の変更手続は可能だった 

     「申し合わせ事項」は全員協議会等で全議員の一致した承認があれば、直ちに変更は可能

です。なぜ、それをせずに「先例」なるものを持ち出して「申し合わせ事項」を無視する対

応をされたのでしょうか。 

（３）「先例」の内容を具体的に検討されたのでしょうか 

   もし仮に「先例」なるものがあったとして、今回の陳情書等の取扱いの内容に即して、「先

例」が具体的に検討された結果ではなかったのではありませんか。 

 

 

 

申し合わせ事項は効率的な議会運

営をするために法令等を補完するも

ので、市議会が決めたルールとして

それらに基づき議会活動をしており

ます。 

その中でも、陳情等については、

申し合わせ事項１１５の中にある

「原則として」という言葉を尊重し

ながら、先例だけにとらわれること

なく、その時々の議会として事案を

的確に処理したほうが、市民の利益

になる場合もあると考えます。 

今後も、市民の立場になって判断

してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料６ 
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（４）議長が「急施を要する」は通用しない 

   議長が「急施を要する」と判断すれば「申し合わせ事項」が無視できるなど、とんでもあ

りません。全議員が承認した議会運営上のルールを、まず議長は尊重する義務があるのでは

ありませんか。 

（５）「申し合わせ事項」を廃止し、「規定」にしては 

   「申し合わせ事項」とは、あくまで議員間の合意事項による紳士協定に過ぎません。１２年

前、私は改選後の初議会で「私は合意していない」と「申し合わせ事項」に異議を唱えまし

た。また「先例」を理由に勝手に変更が可能な曖昧な「申し合わせ事項」ではなく、一般市

民にも議会内ルールとして可視化され、直接変更が求められる議会の内部規定として、明文

化したほうがスッキリするのではありませんか。 

 

２．３月議会を傍聴して 

＜特別委員会が一般会計予算の審査を行う疑問＞ 

山陽小野田市議会には、現在、幾つかの特別委員会が作られています。特別委員会とは、特定

の事件を扱う「特別」な委員会であり、特定事件がなくなれば当然のこととして、役割を終えて

消滅する委員会でもあります。 

（１）一般会計予算の審査を、なぜ２つの特別委員会（分科会）が審査 

   一般会計予算の審査は、一般会計予算決算常任委員会が行いますが、山陽小野田市議会で

は各常任委員会が分科会として、所管部分の各パートを担当して審査することになります。

しかし、「新型コロナウイルス感染症対策特別委員会」と「山口東京理科大学調査特別委員

会」は、特別委員会であるにもかかわらず、分科会として一般会計予算の審査を行っていま

す。 

   本来、常任委員会が受け持つべき一般会計予算の審査を、特定事件を扱う特別委員会の、

それも同じ議員が委員長を務める特別委員会が、分科会といえども一般会計予算の審査を行

うことの是非について、議論をしていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の審査方法は以前と比べ充実

した審査ができていると考えます。 
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令和３年６月１０日付 市議会モニター：樋口晋也 

 

モニターからの意見 議会の考えと対応 

モニター意見及び質問 

 

１．令和２年１２月１０日の「議員と議会人の違い」等についての質問に対しての回答をいただ

きましたが、小学生を相手に返答しているように思えます。質問の真意を感じ取ることができ

ない議会であるならばモニター制度自体の存在価値があるのかどうかさえ疑問に思えてしま

います。今一度明確にご教授願いたい。 

 

２．令和３年１月２６日の「政策討論会の開催」等についての意見について回答をいただきまし

たが、「どのような方法があるか考えていきます」とは議員の資格が問われる回答だと思って

います。「政策立案」に拘ることなく様々な議論がこの山陽小野田市議会で必要であるとの認

識がないのでしょうか。明確な回答を求めます。 

 

 

 

３．令和３年１月２６日の会派についての質問・意見に対しての回答をいただきました。ネット

で拝見した限りでは会派の理念をホームページに掲載することが決定されたと思っておりま

すが違うのでしょうか。 

 

４．上記３．が事実であった場合にホームページに会派理念が掲載されるのであれば、いつまで

に掲載するかを何故協議されないのでしょうか。 

 

５．今年度６月定例会一般質問で吉永議員が冒頭に副市長の悪口を言っていました。これは一般

質問のあり方としてふさわしいのか教えてください。委員会中のことを委員長でもない、いち

委員がしかも本会議場の一般質問でする内容とは思えません。 

 

６．上記５．の吉永議員の発言について問題があるとしたら本会議場において（執行部も居ると

 

 

広聴特別委員会 

 

 

 

 

２．現実的に２２人での討論会は

運営が難しく、例えば人数を８人程

度にすれば政策討論会が開催されや

すいのではないかと考えます。よっ

て実施要綱の変更の必要があると考

えます。 

 

３と４．８月１０日からホームペ

ージに掲載しております。 

 

 

 

 

 

広聴特別委員会 

 

 

 

広聴特別委員会 
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いう意味で）議長からの注意なりあってしかるべきではないか。開かれた議会において、なあ

なあで済ますことは問題があると考えますがいかがでしょうか。市民は見ています。 

 

７．今年度６月議会で代表質問が行われましたが、一般質問との違いがどこにあったのでしょう

か。政策理念を共にする会派の特色も見えづらく、最後は議会参与が答弁で一般質問と化して

いました。代表質問は市長の政策理念、方針、まちづくりの考え等を掘り下げ一般質問につな

げていくものだと考えておりますが、何故まともな代表質問が行われないのでしょうか。明確

に教えてください。 

 

 

 

 ７．会派の政策を具体的に明らか

にできていないことが理由の一つで

あると考えます。今まで以上に会派

内で議論を重ね理念、政策を明らか

にし、その見地から執行機関の識見、

見解を求めるべきであると考えます。 
 
 

令和３年６月２４日付 市議会モニター：樋口晋也 

 

モニターからの意見 議会の考えと対応 

 

   令和３年６月２４日議会運営委員会を見て 

  

代表質問についての議論がされていましたので意見を申し上げます。 

一般質問の時間は７０分と制限されています。代表質問は６０分と制限されています。 

 「議会は言論の府」という言葉をよく聞きますが、一定の制限の中で行われているのが現状で

す。 

 そのわずかな時間は「言論の府」の機会であり、それが減ることを議会自ら決めることは矛盾

ではないかと感じます。 

 廃止の議論をする時間があれば「代表質問とは何か」について議論されれば良いのではないで

しょうか。 

 他のモニター意見にありましたように「議会政策討論会」が開催されることもなく日々過ぎて

きた状況からもいかがかと考えます。 

 廃止したことでもしも何もデメリットが発生しなかったとしたらそのこと自体が問題である

と捉えるべきではないでしょうか。 

 しっかりと議会内での議論を期待しております。 

 

 

 

本市議会の人数や一般質問の実施

状況等を踏まえ、代表質問の必要性

を協議し、方向性を見いだしてまい

ります。 

 

 



初議会に関する申し合わせ事項 

 

（初議会の種別） 

４ 一般選挙後の最初の議会（以下「初議会」という。）は、原則として臨時

会とする。 

 

（初議会の招集） 

５ 初議会は、地方自治法第１０１条第２項又は第３項の規定に基づく招集

の請求をせず、議会から要請し、市長提出の付議事件をもって招集される

のが例である。 

 

（初議会の開会通知） 

６ 初議会の開会通知は、事務局長名をもって行う。 

 

（初議会までの諸会議） 

７ 初議会までに、次のような会議がもたれるのが例である。 

(1) 世話人会 

 ア 臨時会の運営について 

 イ 世話人 正副議長、会派代表、年長議員 

(2) 全員協議会 

 ア 臨時会の招集時期及び議会運営について 

 イ 会派の結成について 

 ウ 議会人事及びその任期について 

 エ 議席の指定について 

(3) 新人議員研修会 

 新人議員対象の議会ルールに係る説明会を行う。 

 

資料７ 


